
生体認証技術の活用による空港の旅客手続きのあり方に関する調査 
 
１．目的 
国際空港における生体認証技術を活用した本人確認については、旅客手続きを円滑にすることを主目

的として、これまで IATA（国際航空運送協会）及び ICAO（国際民間航空機関）等の場で検討が行われ
てきた。一方、米国同時多発テロ以降、セキュリティ面からの本人確認の厳格化が求められるようにな

り、こうした動きに伴い、我が国においても国際標準に準拠した IC旅券が平成 18年 3月より発給され
る予定である。また、外国人に対する水際対策等の徹底が求められる等、国際的にも国内的にも生体認

証技術の導入による本人確認の高度化に対する要請が急速に進んでいるところである。 
本調査では、こうした内外の動勢に的確に対応するため、空港、航空及び旅客の安全性と利便性の確

保を目的とし、関係省庁と連携しつつ、生体認証技術を活用した次世代の国際空港における旅客手続き

のあり方を検討する。 
 
２．調査期間 

平成 17年 8月～平成 18年 3月 
 
３．調査の概要 
学識経験者、所管官庁、関係事業者で構成された検討委員会（別紙「委員名簿」参照）を設置し、次

の 4項目に関する調査・検討を行う。 
（１）国際空港のトランジットエリアを悪用したすり替わりの防止の検討 

他人に成りすまし、不正に航空会社等の確認をすり抜け、出国する者への対処方法として、生体認

証技術の活用について調査・検討を行う。 
（２）生体認証技術の精度向上の検討 

昨年度までの実証実験において課題とされた生体認証技術の精度向上について、技術面、運用面、

施設面から調査・検討を行う。 
（３）国際空港における旅客のチェックインから搭乗までに要する待ち時間短縮の検討 

昨年度までの実証実験において、生体認証技術の導入により一定の待ち時間短縮効果が確認された

ところ、これを一層進めるための調査・検討を行う。 
（４）IC旅券が実導入された後の SPT*カードのあり方の検討  

生体情報を格納した IC カードを空港手続きへ導入するために必要なカードの技術要件、活用方法、
発行主体等について調査・検討を行う。 

 
４．調査の経過（予定） 

第 1回検討委員会 平成 17年 10月 17日実施 議事要旨（添付予定） 
第 2回検討委員会 平成 17年 12月上旬（予定） 
第 3回検討委員会 平成 18年 1月頃（予定） 
第 4回検討委員会 平成 18年 2月頃（予定） 

 
*：Simplifying Passenger Travel の略称。IATAで検討が進められている国際空港における旅客手続きを

ITを用いて簡略化する取組み。 
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